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指定訪問入浴介護事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しく

は同一の建物等に居住する利用者に対する取扱い  

（同一建物等減算） 
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９ 初回加算      ２００単位／月 
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Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ

 訪問入浴介護事業所において、初回の訪問入浴介護を行う前に、当該事業所の職

員が利用者の居宅を訪問し、浴槽の設置場所や給排水の方法の確認等を行った場合

に算定が可能。 

 当該加算は初回の訪問入浴介護を行った日の属する月に算定すること。 
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 【平成 12 年 3 月 1 日 老企第 36 号第 2 の 3（10）】 
認知症専門ケア加算について 
 
① 「周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の者」とは、日常生活

自立度のランクⅡ、Ⅲ、Ⅳ又はＭに該当する利用者を指し、また、「日常生活に支障を

来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の者」と

は、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する利用者を指すものとする。 
 
② 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の割合が２分の１以上又はⅢ以上の割合が 100 分の

20 以上の算定方法は、算定日が属する月の前３月間のうち、いずれかの月の利用者実人員数

又は利用延人員数（要支援者を含む）で算定すること。また、届出を行った月以降においても、

直近３月間の認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ又はⅢ以上の割合につき、いずれかの月で所

定の割合以上であることが必要である。なお、その割合については、毎月記録するものとし、

直近３月間のいずれも所定の割合を下回った場合については、直ちに第一の５の届出を提出

しなければならない。 
 
③ 「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」

（平成 18 年３月 31 日老発第 0331010 号厚生労働省老健局長通知）、「認知症介護実践者等養

成事業の円滑な運営について」（平成 18 年３月 31 日老計第 0331007 号厚生労働省計画課長

通知）に規定する「認知症介護実践リーダー研修」及び認知症看護に係る適切な研修を指すも

のとする。 
 
④ 「認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議」の実施に当たっては、全

員が一堂に会して開催する必要はなく、いくつかのグループ別に分かれて開催することで差

し支えない。 
また、「認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議」は、テレビ電話装

置等を活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医

療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医

療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 
 
⑤ 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施につ

いて」、「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」に規定する「認知症介護指導者

研修」及び認知症看護に係る適切な研修を指すものとする。 
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 看取り連携体制加算に係る施設基準

病院、診療所又は指定訪問看護ステーションとの連携により、利用者の状態等に応じ

た対応ができる連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて当該病院、診療所又は指定訪

問看護ステーションにより指定訪問看護等が提供されるよう、指定訪問入浴介護を行

う日時を当該病院、診療所又は指定訪問看護ステーションと調整していること。

看取り期における対応方針を定め、利用開始の際に、利用者又はその家族等に対し

て、当該対応方針の内容を説明し、同意を得ていること。

看取りに関する職員研修を行っていること。

①医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者 
②看取り期における対応方針に基づき、利用者の状態又は家族の求め等に応じ、介護職  

員、看護職員等から介護記録等利用者に関する記録を活用し行われるサービスについて

の説明を受け、同意した上でサービスを受けている者であること 
 

 

 

【厚生労働大臣が定める基準】大臣基準告示・五 
訪問入浴介護費におけるサービス提供体制強化加算の基準 
 
イ サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 
（１） 指定訪問入浴介護事業所の全ての訪問入浴介護従業者に対し、訪問入浴介護従業者ごと

に研修計画を作成し、当該計画に従い、研修（外部における研修を含む。）を実施又は実

施を予定していること。 
（２） 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定

訪問入浴介護事業所における訪問入浴介護従業者の技術指導を目的とした会議を定期的

に開催すること。 
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（３） 当該指定訪問入浴介護事業所の全ての訪問入浴介護従業者に対し、健康診断等を定期的

に実施すること。 
（４） 次のいずれかに適合すること。 

（一） 当該指定訪問入浴介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が１

００分の６０以上であること。 
（二） 当該指定訪問入浴介護事業所の介護職員の総数のうち、勤続年数１０年以上の介護福

祉士の占める割合が１００分の２５以上であること。 
 
ロ サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 
（１） イ（１）から（３）までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 
（２） 当該指定訪問入浴介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が１０

０分の４０以上又は介護福祉士、実務者研修修了者及び介護職員基礎研修課程修了者の

占める割合が１００分の６０以上であること。 
 
ハ サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 
（１） イ（１）から（３）までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 
（２） 次のいずれかに適合すること。 

（一） 当該指定訪問入浴介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が１

００分の３０以上又は介護福祉士、実務者研修修了者及び介護職員基礎研修課程修了

者の占める割合が１００分の５０以上であること。 
（二） 当該指定訪問入浴介護事業所の訪問入浴介護従業者の総数のうち、勤続年数７年以上

の者の占める割合が１００分の３０以上であること。 
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